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２各分科会からのまちづくりの方向性の提言 

(１) 市民生活分科会 

 
 

 
 

将来かわごえ像(1) 提言施策(13) 事　　　　　　業(55)

①川越市情報センター（重要）

③「総合文化芸術ホール」の建設
④小学校の空きスペースの活用
⑤ボランティア・ＮＰＯの活用（重要）

①自治会の統廃合（重要）

③高齢者の知的資源の活用（重要）

①意識啓発・人権教育の効果的推進
②各種条例の制定
③総合的な相談体制等の確立（重要）

①ネットワーク強化及び啓発（重要）
②児童相談所の充実
③児童相談員制度の設置（重要）
④児童養護施設の充実
⑤ＮＰＯの育成

④育児支援の確立（重要）

④悩む親の特別支援プログラム
⑤他の様々な支援体制

④児童虐待防止策

⑥少子化対策と子育て支援 ①子育て支援施設の多数・多様な構築（重
要）
②子育て支援専門家・アドバイザ-の採用と
育成
③中高生ベビーシッタートレーニングプログ
ラム

①川越市役所情報センター及び「ふ
れあいセンター」の設置

②自治会及び各種団体の組織の再
構築と活用

①すべての市民が生きがいを
もって、安心して、心豊かに暮
らせるまち　グッドスマイルシ
ティ

②「東部ふれあいセンター」の早期建設（重
要）

②各団体・組織の再構築及び一元化（重
要）

④コミュニティー活動の積極的な推進（重
要）

②女性の自立支援センターの設立（重要）

③仕事と育児の両立のための支援（重要）

③人権擁護のための意識啓発・人
権教育の効果的推進、各種条例の
整備及び総合的相談体制等の確立

⑤男女共同参画社会の実現に向け
て、女性の政策決定現場への登
用、自立支援、次世代育成支援対
策の確立

⑤安心して子供を生むことができる環境作り
（重要）

④「心のケア-」のための施設の確保と内容
の充実

①女性の政策現場への登用と能力活用支
援事業（重要）

 

【分科会として扱った主なテーマ】 

コミュニティー、男女共同参画、人権、防犯、保健、医療、福祉、社会保障 
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②防犯パトロールの徹底（重要）

②行政主体による事業の明確化（重要）
③世代間交流の重要性

①監督機関の設立（重要）
②医療連絡システムの強化（重要）
③保健所の有効活用

①患者紹介システムの確立
②診断及び情報交換システムの確立

①親の意識改革と子供達の自立（重要）
②親亡き後の自立支援対策（重要）
③人権擁護（重要）
④制度をしっかり見直し育てましょう

①コミュニティーカレッジ（重要）
②学校運営協議会（重要）
③市民活動紹介見本市（重要）
④エコマネー導入実験（重要）
⑤人員削減計画（重要）

③介護保険制度の有効活用（重要）
④民生委員児童委員との連係プレー

③障害者専門の総合医療機関の設立（重
要）

⑫地域教育力強化のための教育改
革と市民活動の活性化及び人員削
減計画

⑤「地域住民センター」の設置（設置場所候
補：霞ヶ関北小学校跡地）（重要）

⑩地域の大病院（埼玉医大医療セ
ンター）の活用と障害者のための総
合医療機関の設立

⑪障害をもった人も、もたない人も、
仲よく暮らせる心のバリアフリーなま
ち

①国民年金の一本化と市民の保険料納付
意識の向上（重要）
②国民健康保険制度の収納の確保と監視
体制の強化（重要）

⑬社会保障制度が充実したまち

①防犯・防災に対する啓蒙活動の積極的推
進（重要）

③自主防災組織の結成と訓練の実施（重
要）

④医療関係団体への更なる協力要請（重
要）

⑦地域住民の自主防犯意識と自主
防災意欲を高揚し、もって防犯・防
災諸活動の積極的推進

⑨行政を中心とした医療関係団体、
医療機関とのネットワークの更なる
強化

①「青少年を育てる地区会議」のより一層の
活用（重要）

⑧青少年健全育成活動の推進
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①  総論提言シート 「すべての市民が生きがいをもって、安心して、心豊

かに暮せるまち グッドスマイルシティ」  

 

(1)将来かわごえ像 
すべ て の市 民 が生 きが い をも っ て 、安心 し て 、心 豊 か に

暮せ る まち  グッ ドス マ イル シ ティ  

理由 

 “ す べ て の 市 民 が 生 き が い を も っ て 、 安 心 し て 、 心 豊 か に 暮 せ る ま ち 、 か

わご え !!”  

少 子 高 齢 化 が 進 む 中 、 税 収 の 減 少 は 避 け ら れ ず 、 地 方 分 権 化 の 中 で 行 財 政

運 営 を 常 に 見 据 え な が ら 自 己 責 任 ・ 自 己 防 衛 の 時 代 に 徐 々 に 踏 込 み 始 め た と

思 え る 。 こ の よ う な 中 で 行 政 は 正 し い 情 報 を 発 信 し な が ら 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ー

と 協 働 し な が ら 自 立 し た 地 域 社 会 の 形 成 を 目 指 す べ き で あ り 、 そ し て こ の よ

うな こ とを 踏 まえ なが ら 提言 す るも ので あ る。  

 

「コミュニティー」 

 自 治 会 組 織 が 確 立 さ れ て お り 、 そ れ を 基 に 市 民 と し て の 自 主 性 と 責 任 を 自

覚 し 自 発 的 に 地 域 活 動 に 参 加 し 、 行 政 と の 協 働 意 識 を 高 め る 。 ま た コ ミ ュ ニ

テ ィ ー の 中 に は 防 犯 、 防 災 、 青 少 年 健 全 育 成 や 地 域 福 祉 な ど 、 ほ と ん ど の テ

ー マ が 含 ま れ て し ま う が 、 さ ら に ボ ラ ン テ ィ ア や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 の 活 用 で 新 た な

展開 や 円滑 な 活動 がで き るよ う にな ると 思 われ る 。  

 

「人権」「男女共同参画」 

 人 が 平 和 に 暮 し て い く た め に は 、 性 別 、 人 種 、 障 害 、 疾 病 等 に 関 す る 偏 見

や 差 別 意 識 を な く し 、 す べ て の 人 が 一 人 の 人 間 と し て 平 等 に 扱 わ れ な け れ ば

なら な い。  

人権とは「人間であるということだけですべての人に法的に認められた権利である」。 

ホ ン ネ と タ テ マ エ が 巧 み に 使 い 分 け ら れ る 日 本 社 会 で は 、 男 女 共 同 参 画 ま

し て や 人 権 意 識 の 浸 透 は 容 易 で は な い 。 社 会 制 度 や 文 化 全 般 が 見 直 さ れ 、 す

べ て の 人 が 共 に 平 和 に 暮 せ る ま ち 、 安 心 し て 子 ど も を 産 み 育 て ら れ る ま ち づ

くり を 提言 す る。  

 

「防犯」 

 近 年 、 地 域 住 民 の 連 帯 意 識 が 希 薄 に な り 、 モ ラ ル の 低 下 等 に よ り 各 種 犯 罪

の 多 発 し か も 低 年 齢 化 、 凶 悪 化 し て い る 。 ま た 、 台 風 、 地 震 等 の 各 種 災 害 が

頻 繁 に お き て い る 。 地 域 住 民 の 連 帯 の 基 に 、 自 主 防 犯 や 自 主 防 災 の 意 識 の 高

揚 と 促 進 を 図 り 、 市 民 生 活 の 安 全 ・ 安 心 を 行 政 と 協 働 し な が ら 自 己 防 衛 の で

きる 地 域社 会 (コミ ュニ テ ィー )の 確立 が必 要 。  
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「保健」「医療」 

 健 康 で 活 き 活 き し た ま ち づ く り 。 川 越 に 住 む 全 て の 住 民 が 、 健 康 的 で 活 き

活 き と 生 活 す る た め に 、 そ れ ぞ れ の 年 齢 に 応 じ た 保 健 、 医 療 に 関 す る サ ー ビ

ス の 向 上 及 び 情 報 提 供 と そ の シ ス テ ム の 充 実 を 促 進 す る と 共 に 、 各 種 相 談 に

対す る サー ビ スの 充実 を 図る 。  

 

「福祉」 

 措 置 制 度 か ら 支 援 制 度 に 、 施 設 か ら 地 域 福 祉 へ と 変 わ っ て き て い る 。 地 域

福 祉 を 積 極 的 に 推 進 し 地 域 を 活 性 化 す る た め に は 、 高 齢 者 、 障 害 者 、 児 童 の

間 や 障 害 者 と 健 常 者 の 間 に あ る バ リ ア を 除 去 し 、 す べ て の 市 民 が 心 の バ リ ア

を 外 し て お 互 い の 間 の 交 流 を 深 め る 、 仕 掛 け と 仕 組 み が 必 要 で あ る 。 そ の た

め に は 市 当 局 と し て 必 要 な 施 設 を 整 え 、 市 民 の 福 祉 活 動 を 積 極 的 に 支 援 し 、

地域 の 中で 安 心し 楽し く 暮せ る ‘ま ち’ を つく る 必要 があ る 。  

 

「社会保障」 

 病 気 や 貧 困 、 老 後 の 不 安 な ど を 除 く た め の 国 民 の 最 低 限 度 の 生 活 を 護 る た

め の 制 度 で あ る が 、 医 療 費 適 正 化 、 保 険 税 収 納 率 の 低 下 、 国 民 年 金 保 険 加 入

へ の 促 進 の 遅 れ 及 び 保 険 料 納 付 の 悪 化 な ど に よ り 不 安 要 因 が 益 々 増 大 し 、 財

源 の 確 保 が 難 し い 状 況 は 今 後 一 層 拡 大 し て い く と 思 わ れ る 。 行 政 は 社 会 保 障

の 充 実 を 図 る た め に 収 納 率 の ア ッ プ を 図 る こ と は 当 然 の 義 務 で あ り 、 少 子 高

齢化 の 中で 他 に財 源を 確 保す る こと も必 要 であ る 。  

 

 

(2)かわごえの現状 

○良い所 

・自 治 会ご と に集 会所 施 設が あ り、地域 住 民の 集 会、会議 、行事 等 に利 用さ

れて い る。 ま た自 治会 連 合会 は 独自 の活 動 も見 ら れる 。  

・行 政 から の 広報 は回 覧 等で 各 自治 会を 通 して 地 域住 民に 伝 達さ れ る。  

・多 く の団 体 、組織 、そ し て地 区 社協 な どが あ りそ れ なり の活 動 をし て いる 。  

・「 川 越 市 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 」、「 人 権 教 育 の た め の 国 連 １ ０ 年 計 画 」 等

の「 人 権 」の 視 点 に立 っ た施 策 体系 を定 め 、さ ら には 今後 の 川越 市 民の 福

祉の た めの「 第二 次地 域 福祉 活 動計 画」を 定め て「 ふ れあ い 、助 け あい の

地域 づ くり 」を 目 指 すな ど 、人 々が 平 和 に暮 せ るま ち づく りに 努 めて い る。 

・同 和 対策 を 中心 に、女 性・子供・障害 者 等に 関 する 人権 意 識高 揚 のた めの

各種 の 意識 啓 発事 業や 学 校教 育・生 涯学 習 の場 等 にお いて の 人権 教 育に 努

めて い る。  

・川 越市 は 先人 の 輝か し い偉 業 によ り、郷土 の 伝統 と 清潔 な 環境 と が維 持さ
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れ、現時 点 では 比 較的 凶 悪犯 罪 も少 ない ほ か、幸い に も台 風 や地 震 等の 災

害の 被 害も 生 ずる こと な く平 穏 であ る。  

・平 成１ ５ 年度 か ら中 核 市が ス ター トし 、保 健 所が 市 の管 轄 にな り 総合 的な

保 健 活 動 が 可 能 に な っ た 。 ４ ０ 歳 以 上 の 健 康 診 査 及 び 乳 幼 児 健 診 の 充 実 、

６歳 ま での 医 療費 （自 己 負担 ） の免 除な ど が実 施 され てい る 。  

・ 川 越 市 で は 平 成 １ ６ 年 度 予 算 で は 民 生 費 を ２ ６ ％ 計 上 し 、「 福 祉 の 川 越 」

を実 践 して い る。福祉 制 度が 変 わる 中、行政 と して 積 極的 に より 一 層の 支

援を お 願い し たい 。  

・現 在 の市 の 財政 状況 は それ ほ ど悪 くな い 。  

・介 護 保険 サ ービ スな ど の拡 充 がな され て いる 。  

 

×悪い所 

 ・ ア パー ト や賃 貸物 件 に住 ん でい る世 帯 の自 治 会へ の加 入 率が 低 い。  

・ 自 治 会 長 の 力 量 に よ り 自 治 会 活 動 に 差 が あ り す ぎ る 。 ま た 、 各 小 学 校 区

に は 数 多 く の 自 治 会 が あ り 、 世 代 間 交 流 な ど の イ ベ ン ト や 行 事 等 に 家 庭

や学 校 を含 め た地 域の 一 体性 に 欠け る。  

・ 各 情 報 が 入 り 乱 れ 、 一 貫 性 が な い 。 ま た 、 団 体 ・ 組 織 が た く さ ん あ り 、

活動 が ばら ば らで 横の つ なが り がな い。  

・同 和問 題 に関 し ては 、依 然 とし て 差別 意 識の 解 消が 十分 で はな い。ま た、

女 性 ・ 子 供 ・ 障 害 者 ・ 高 齢 者 ・ 外 国 人 等 に 関 す る 人 権 意 識 啓 発 活 動 、 教

育 事 業 は 歴 史 も 浅 く 、 必 ず し も 効 果 的 に 実 施 さ れ て い な い 。 さ ら に 、 児

童 虐 待 、 Ｄ Ｖ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 に よ る 人 権 侵 害 は 対 応 が 難 し い 面 も あ

り十 分 な対 応 がな され て いな い 。  

・ 犯 罪 も 災 害 も 少 な い 点 が 逆 に 欠 点 に 繋 が り 、 全 般 的 に 昔 か ら 市 民 の 日 常

生 活 に 深 く 浸 透 し て い る 為 、 防 犯 や 防 災 意 識 に 乏 し く 、 未 然 に 犯 罪 や 災

害を 防 止す る 意欲 が不 十 分な と ころ があ る 。  

・ 各 健 診 等 の Ｐ Ｒ 不 足 、 予 防 接 種 日 程 の 少 な さ 、 夜 間 の 小 児 救 急 医 療 機 関

の不 足 など 、 市と 医療 機 関等 と の連 携が 満 足に い って いな い 。  

・「 す べて の 障害 者 は 、社 会 を構 成 す る一 員 とし て 社会 、経済 、文 化、そ の

他 あ ら ゆ る 分 野 の 活 動 に 参 加 す る 機 会 を 与 え ら れ る も の と す る 」 と 障 害

者 基 本 法 の 基 本 理 念 に 述 べ ら れ て い る が 、 現 実 に は タ テ 割 り 行 政 の 下 で

高 齢 者 、 障 害 者 、 児 童 に 対 す る 施 策 が ば ら ば ら で 、 各 グ ル ー プ 間 で も お

互い に 交流 が ない 。  

・ タ テ 割 り 行 政 組 織 の 下 で 過 剰 な 組 織 や 人 員 配 置 が 見 受 け ら れ る 。 業 務 の

民間 委 託（ ア ウト ソー シ ング ） がま だ十 分 活用 さ れて いな い 。  

・ 社 会 保 障 制 度 が 国 民 年 金 未 加 入 者 及 び 収 納 率 の 低 下 な ど に よ り 根 底 か ら

覆さ れ そう な 時代 にな っ てき て いる 。  
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(3)将来かわごえ像を実現するための知恵（施策） 

① 川 越市 役 所情 報セ ン ター 及 び「 ふれ あ いセ ン ター 」の 設 置  

② 自 治会 及 び各 種団 体 の組 織 の再 構築 と 活用  

③  人 権 擁 護 の た め の 意 識 啓 発 ・ 人 権 教 育 の 効 果 的 推 進 、 各 種 条 例 の 整 備

及び 総 合的 相 談体 制等 の 確立  

④ 児 童虐 待 防止 策  

⑤  男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 に 向 け て 、 女 性 の 政 策 決 定 現 場 へ の 登 用 、 自

立支 援 、次 世 代育 成支 援 対策 の 確立  

⑥ 少 子化 対 策と 子育 て 支援  

⑦  地 域 住 民 の 自 主 防 犯 意 識 と 自 主 防 災 意 欲 を 高 揚 し 、 も っ て 防 犯 ・ 防 災

諸活 動 の積 極 的推 進  

⑧ 青 少年 健 全育 成活 動 の推 進  

⑨  行 政 を 中 心 と し た 医 療 関 係 団 体 、 医 療 機 関 と の ネ ッ ト ワ ー ク の 更 な る

強化  

⑩  地 域 の 大 病 院 （ 埼 玉 医 大 医 療 セ ン タ ー ） の 活 用 と 障 害 者 の た め の 総 合

医療 機 関の 設 立  

⑪  障 害 を も っ た 人 も 、 も た な い 人 も 、 仲 よ く 暮 ら せ る 心 の バ リ ア フ リ ー

なま ち  

⑫ 地域教育力強化のための教育改革と市民活動の活性化及び人員削減計画  

⑬ 社 会保 障 制度 が充 実 した ま ち  
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I 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

①  川 越 市 役 所 情 報 セ ン タ ー 及 び

「ふ れ あい セ ンタ ー」 の 設置  
分科 会 名  

市民 生 活  

分科 会  

理   由  

市 、 県 、 国 、 警 察 署 、 消 防 署 な ど の 情 報 を 一 箇 所 に ま と め た 情

報 発 信 基 地 を 設 置 し 、 何 時 で も 何 処 で も 取 り 出 し 活 用 で き る 。 各

地域 の コミ ュ ニテ ィー 施 設に は 必ず 機器 を 設置 す る。  

現   状  

い ろ い ろ な 情 報 が 全 て ば ら ば ら で 、 問 い 合 わ せ に 対 し て も 明 確

な 対 応 が で き な い 。 特 に 一 般 市 民 は 警 察 、 国 、 県 な ど の 情 報 は 新

聞や テ レビ で しか 情報 を 得る こ とが でき な い。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 
川 越 市 情 報 セ ン タ ー

(重 要 ) 

川越 市 情報 部 なる もの を 設け 、行政 関係

の全 て の情 報 を一 括管 理 し、パ ソコ ンな ど

で 何 時 で も 何 処 で も 閲 覧 で き る よ う に す

る。 (国 、県 、 市、 警察 署 、消 防 署な ど ) 

中期

2 
｢東部ふれあいセンタ

ー｣の早期建設(重要) 

コミ ュ ニテ ィ ーの 中心 施 設。各 支会 には

公民 館 しか 無 いと ころ も あり 、現況 では 大

規模 会 議や 行 事な ど、他 の施 設 を借 用し な

けれ ば 運営 で きな い地 域（ 特 に東 部 ）もあ

り、 早 期に 実 現す る事 が 望ま し い。  

ま た 情 報 セ ン タ ー の 端 末 機 の 設 置 も す

る。 (市 ) 

短期

3 
｢ 総 合 文 化 芸 術 ホ ー

ル｣の建 設  

市民 会 館は 老 朽化 し、 実 情に 合 わな い。

一流 の 文化・芸術 を堪 能 でき る ホー ルを 建

設す る 事が 望 まし い。 (市 ・県 ) 

長期

4 
小 学 校 の 空 き ス ペ ー

スの 活 用  

小 学 校 区 を 一 つ の 単 位 と し た コ ミ ュ ニ

テ ィ ー の 形 成 。 地 域 住 民 の 活 動 の 場 と す

る 。児 童・生 徒と 触れ 合 いの 機 会を 学校 と

タイ ア ップ し なが ら多 く する 。青少 年健 全

育成 に もつ な がる 。  

以 上 の 施 設 に も 情 報 を 見 聞 で き る 機 器

を設 置 。 (市 ・ 市民 ) 

短期
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5 
ボ ラ ン テ ィ ア ・ Ｎ Ｐ

Ｏの 活 用（ 重 要）  

地域 の 核施 設（公 民館 や ふれ あ いセ ンタ

ー ）に ボ ラ ンテ ィ ア登 録 をし 、ま た それ を

情報 セ ンタ ー に載 せ各 種 活用 す る。  

様 々 な Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 を 立 ち 上 げ 地 域 活 動

の活 性 化を 図 る。（ 市、 市 民）  

短期

継続

 

【提 言 シー ト 記載 上の 注 意事 項 】 

注 １  「 事 業 名 」 欄 は 、 施 策 を 実 施 す る た め の 具 体 的 な 事 業 の タ イ ト ル 、 特

に重 要 なも の につ いて は 、末 尾 に（ 重要 ） 等と 記 載し てい ま す。 

注 ２  「 詳 細 」 欄 は 、 事 業 の 内 容 と そ の 実 施 主 体 （ 市 、 市 民 、 民 間 団 体 、 企

業等 ） を記 載 して いま す 。 

注３  「 実 施時 期 」欄 は、短期（ １ ～ ２年 以 内着 手）、中 期（ 5 年 以 内着 手）、

長期 （ 10 年 以内 着 手） 等 を記 載 して いま す 。 

 



 10

II 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

②  自 治 会 及 び 各 種 団 体 の 組 織 の 再

構築 と 活用  
分科 会 名  

市民 生 活  

分科 会  

理   由  

小 さ な 自 治 会 を 統 廃 合 し て コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 核 と す る 。 行 政 に

は 様 々 な 団 体 ・ 組 織 が あ る が 、 こ れ ら を 再 構 築 し 市 民 が 活 動 内 容

を明 確 に把 握 でき るよ う にす る 。  

現   状  

各 自 治 会 の 世 帯 数 に は 差 が 大 き く あ り 、 世 帯 数 に よ っ て 活 動 内

容 が 大 き く 異 な る 。 市 や 警 察 署 に は 似 た よ う な 団 体 ・ 組 織 が 数 多

くあ り 市民 に 活動 内容 が 見え な いも のが 多 い。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 自治会の統廃合(重要) 

各自 治 会の 世 帯数 を見 直 し、コミ ュ ニテ

ィ ー の 核 と な る よ う に し 一 つ の 小 学 校 区

に４ ～ ５の 自 治会 とす る 。  

ま た コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 基 本 は 小 学 校 区

とす る 。 (市 民 ・市 ) 

中期

2 
各 団 体 ・ 組 織 の 再 構

築及 び 一元 化 (重要 ) 

行 政 (市 ・ 警 察 署 ・ 消 防 署 ・ 社 協 な ど )に

は似 た 様な 団 体・組織 な どが 多 数存 在し 活

動な ど が把 握 でき ない も が多 い。そ れら の

団体 は 統一 し 活動 内容 を 明確 に する 。  

ま た 、 報 奨 金 ・ 補 助 金 廃 止 す る 。 (市 ・

警察 署 ・消 防 署・ 社協 ・ 市民 ) 

短期

3 
高 齢 者 の 知 的 資 源 の

活用 (重 要 ) 

少子 高 齢化 、老 齢 人口 の 増加 が 税収 の減

少 、医 療 費の 増 大 を招 い てい る 。各 支会 で

高 齢 者 の 健 康 増 進 及 び シ テ ィ カ レ ッ ジ や

公民 館 の講 座、学 校の 課 外活 動 に積 極的 に

活用 及 び参 加 させ る。 (市 ・市 民 ) 

短期
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4 
コ ミ ュ ニ テ ィ ー 活 動

の積極的な推進(重要) 

税 収 の 伸 び が 期 待 で き な い 中 で 行 政 に

何 で も 押 付 け て 問 題 を 解 決 し て も ら う こ

とや 、サー ビ スの 提供 を 受け る こと は難 し

い時 代 に入 る 。身 近な 問 題は 行 政と 協働 し

て筋 道 をた て 、自 立を 図 って 行 く。  

ま た 行 政 は 自 治 会 や コ ミ ュ ニ テ ィ ー に

対 し そ の よ う な 方 向 付 け を 図 る べ き で あ

る。  

自 治 会 や コ ミ ュ ニ テ ィ ー は 地 域 の 行 事

など に 積極 的 に住 民を 参 加さ せ 、地 域の 活

性化 を 促し 、防犯 パト ロ ール や 自主 防災 組

織、青 少年 健 全育 成活 動 など を 推進 して 行

く。  

また 市 民は 自 己責 任・自 己防 衛 の意 識を

持つ こ とも 必 要で ある 。(市 、市 民、市民 団

体、 企 業 ) 

短期
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III 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

③  人 権 擁 護 の た め の 意 識 啓 発 ・ 人

権教 育 の効 果 的推 進、各種 条 例の 整

備及 び 総合 的 相談 体制 等 の確 立  

分科 会 名  
市民 生 活  

分科 会  

理   由  

人 権擁 護 を 図 る た め には 、 ま ず 継 続 し た意 識 啓 発 ・ 人 権 教育 の

効 果的 な 推 進 に よ っ て人 権 意 識 を 涵 養 し、 次 に 人 権 施 策 を効 果 的

に 実施 す る た め の 基 本方 針 、 市 、 民 間 、市 民 等 の 責 務 、 実施 計 画

等 を具 体 的 に 規 定 し た条 例 を 制 定 し 、 さら に 、 人 権 問 題 に苦 し む

市民 の ため の 総合 的な 相 談体 制 等の 確立 が 必要 で ある 。（市 民 生活

分科 会･各 論提 言 シ ート 末 尾の 資 料参 照）  

現   状  

長 い歴 史 を も つ 同 和 問題 に 関 し て も 、 依然 と し て 差 別 意 識等 は

解消 さ れて い ない 。また 児 童虐 待 、Ｄ Ｖ 等の 事 例は 各 地で 増加 し、

解 決の 難 し さ が 指 摘 され て い る 。 児 童 虐待 防 止 法 、 Ｄ Ｖ 防止 法 は

でき た がそ れ を支 える 体 制は い まだ 不十 分 であ る 。  

市 では 、 ｢人権 教 育 の ため の 国 連 １ ０ 年 川越 市 行 動 計 画｣を 基に

各 種人 権 施 策 を 実 施 して い る が 、 必 ず しも 効 果 的 か つ 体 系的 に 実

施さ れ てい な い。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 
意 識 啓 発 ・ 人 権 教 育

の効 果 的推 進  

ア 全 戸配 布 の｢広 報川 越｣の 効果 的 活 用  

イ 家 庭教 育 、学 校教 育 、生 涯 教育 の場 で

の人 権 教育 の 充実  

・ 家 庭 教 育 に お け る 躾 や 、 道 徳 心 の 涵

養の 推 奨  

・教育 の マン ネ リ 化を 防 ぐた め｢参 加型

教育 ｣の 充 実  

ウ  人 権 関 係 者 と 一 般 市 民 が 参 加 し て 、

色 々 な 体 験 を 共 有 し 合 え る ｢ 総 合 発 表

会｣の定 期 的な 開 催  

(市 、 市 民、 民 間団 体、 企 業等 ) 

短期

2 各種 条 例の 制 定  

ア  仮 称 ｢人 権 が 尊 重 さ れ る 川 越 市 を つ く

る条 例｣ 

イ  仮 称 ｢川 越 市 子 ど も の 権 利 に 関 す る 条

例｣等  

(市 、 市 民 ) 

短期
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3 

総 合 的 な 相 談 体 制 等

の確 立 (重要 ) 

 

ア  ２ ４ 時 間 体 制 の ｢人 権 相 談 総 合 セ ン タ

ー ｣の 設 立 及 び ｢人 権 関 係 機 関 の ネ ッ ト

ワー ク｣の 確立  

イ ｢心 ｣の 治 療の ため の 市民 病 院、ケ アセ

ンタ ー の設 置、｢ひ きこ も り｣の自 立 職 業

訓練 セ ンタ ー 等の 設置 、Ｄ Ｖ 用の シ ェ ル

ター の 確保  

ウ 市 独自 の｢人 権 擁護 委 員｣制度 の 創 設、

ケ ア ー に 関 す る 市 独 自 の ユ ニ ー ク な 人

材の 育 成 (市 、 市民 ) 

短期

4 

｢心 の ケ ア ー ｣の た め

の 施 設 の 確 保 と 内 容

の充 実  

少 子 高 齢 化 社 会 の 中 で 生 き る こ と に つ

まず き 、孤 立 、孤 独の 中 にい る とき 、一 人

で悩 ま ない で「電 話」や｢パ ソコ ン｣など の

メ デ ィ ア を 使 っ て 心 と 心 を 触 れ 合 わ せ ｢生

き る ｣こ と へ の 支 援 及 び 仲 間 作 り の 拠 点 の

確保 が 絶対 に 不可 欠。  

交通 、文化 の 拠点 であ る 川越 に「埼 玉い

のち の 電話・川越 分室 」の設 置 。電 話や パ

ソコ ン のメ ー ル及 びチ ャ ット に よる 相談 。

相談 員 養成 の 為の 施設 の 確保 。活 動 に 際し

ての 資 金確 保 に必 要な ネ ット ワ ーク 作り 。

｢心 の ケ ア ー ｣が 社 会 生 活 を 健 全 に 営 ん

でい く ため に は、今 後ま す ます な くて はな

らな い もの で ある こと の 認識 を 高め 、理解

を 深 め て い く た め の 研 修 施 設 の 確 保 と 充

実。 (県 、市 、 市民 、市 民 団体 、 企業 ) 

短期
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IV 各論提言シート 

提   言  

施策 名  
④ 児 童虐 待 防止 策 分科 会 名  

市民 生 活  

分科 会  

理   由  

児 童 相 談 所 に お け る 児 童 虐 待 の 処 理 件 数 は 、 児 童 虐 待 防 止 法 が

制定 さ れ た 2001 年以 降 、全 国 で 24,000 件弱 と なっ て おり 、単

純に 人 口割 す ると 、川 越 市で も 年間 60 件、 そ の周 辺 に存 在 する

暗数 等 を考 え ると 、各自 治 会 内で 毎 年 1 件 か ら数 件 は 児童 虐 待案

件が 発 生し て いる おそ れ があ る 。 

い ま ま で も 児 童 虐 待 は 存 在 し て い た が 、 認 知 さ れ て い た 件 数 が

少 な か っ た も の と 思 わ れ る 。 子 ど も の 権 利 の 保 護 、 将 来 の 日 本 の

担い 手 育成 と いう こと を 考え る と、 早急 な 対応 が 必要 であ る 。 

現   状  

埼 玉 県 の 機 関 で あ る 児 童 相 談 所 が 対 応 す る こ と と な っ て い る

が、人的 な 資源 不 足･体制 不 備な ど か ら、十分 な 対応 が でき て いな

い と の 批 判 も 強 い 。 ま た 、 そ の 後 の 虐 待 児 童 の 保 護 を は か る べ き

児 童 養 護 施 設 な ど も 、 施 設 が 物 理 的 に 収 容 限 界 に 来 て お り 、 物 的

人的 両 面か ら 十分 な対 応 が困 難 とな りつ つ ある 。 

川 越 市 の 組 織 と し て は 、 関 係 諸 機 関 か ら な る ネ ッ ト ワ ー ク 会 議

が あ り 、 児 童 民 生 委 員 等 を 中 心 に 取 組 み が す す ん で い る が 、 一 般

へ の 児 童 虐 待 問 題 の 早 急 な る 対 応 の 必 要 性 へ の 認 識 の 浸 透 は ま だ

まだ で ある 。 

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 
ネ ッ ト ワ ー ク 強 化

及び 啓 発（ 重 要） 

児 童 民 生 委 員 な ど と 川 越 市 の 諸 機 関 ･児

童 相 談 所 ･児 童 養 護 施 設 な ど の ネ ッ ト ワ ー

ク 強 化 及 び 教 師 ･医 師 ･一 般 市 民 へ の 虐 待

通 告 制 度 の 理 解 を す す め る た め の 啓 発 。

（県 、 市、 市 民団 体、 市 民） 

短期

2 児童 相 談所 の 充実 
児童 相 談所 の 増設 と人 的 体制 の 強化 。（県 、

市） 
短期

3 
児 童 相 談 員 制 度 の

設置 （ 重要 ） 

児童 相 談所 の 不足 を補 う 。児 童 民生 委員

など の ネッ ト ワー クの セ ンタ ー とな り、か

つ、市 民啓 発 事業 の主 体 とな り うる 、プ ロ

フェ ッ ショ ナ ル数 名か ら なる 。 

児 童 相 談 所 に お け る ケ ー ス カ ン フ ァ レ

ンス に も出 席 する 。（市 、市民 団 体、市民 ）

短期
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4 児童養護施設の充実 
児 童 養 護 施 設 の 人 的 ･物 的 設 備 の 拡 充 と 充

実。（県 、 市） 
中期

5 NPO の 育 成 
虐待 児 童の 保 護活 動を 行う NPO の 設立 と

育成 。（ 市 、市 民 団 体、 市 民） 
短期
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V 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

⑤  男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 に 向 け

て 、女 性 の政 策 決定 現場 へ の登 用、

自 立 支 援 、 次 世 代 育 成 支 援 対 策 の

確立  

分科 会 名  
市民 生 活  

分科 会  

理   由  

男 、 女 と い う 性 別 か ら く る 差 別 を な く し 、 お 互 い に 自 分 を 十 分

に 活 かし 、 輝 け る 人 生 が送 れ る よ う な ま ち  川 越  を 希 望 す る。 ま

た、家族 、地 域、行政 、企 業 など が 連携 し、安 心し て 子供 を 生み 、

健全 な 子育 て がで きる ま ち  川 越  に した い 。  

現   状  
男 女 共 同 参 画 社 会 や 次 世 代 健 全 育 成 を 目 指 し 、 条 例 や 行 動 計 画 な

どは 整 いつ つ ある が 、実 際 身近 な もの とし て 実現 に 至っ てい な い 。

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 

女 性 の 政 策 現 場 へ

の 登 用 と 能 力 活 用

支援 事 業（ 重 要）  

政策 決 定の 場 への 積極 的 に登 用 、企 画に

採用 し 、な ら びに 女性 の 能力 活 用支 援事 業

の推 進。（ 県、 市 ）  
短期

2 
女性の自立支援セン

ターの設立（重要）  

経済 的 自立 の ため の支 援 を目 的 とす る。  

・相 談 窓口 、技術 資格 の 習得 、企業 との 協

力体 制 。  

・男 女 の賃 金 格差 の是 正。（ 市、 企 業 ）  

短期

3 
仕事と育児の両立の

ための支援（重要）  

・昼 間 、夜 間 の保 育の 充 実。  

・放 課 後児 童 対策 の環 境 整備 と 充実 。  

・男 性 の育 児 休業 取得 の 推進 。（ 市 、企業 ）
短期

4 
育 児 支 援 の 確 立

（ 重 要 ）  

・子 育 てア ド バイ ザー 、ファ ミ リー サポ ー

タ ー の 養 成 と き め 細 か い 配 置 及 び ネ ッ

トワ ー ク作 り 。  

・ 子 供 の 豊 か な 遊 び と 体 験 の 場 の 充 実 。

（市 、 自治 会 、市 民団 体 ）  

短期

5 

安 心 し て 子 供 を 生

む こ と が で き る 環

境作 り （重 要 ）  

・出 産 費、育 児養 育費 、医療 費 の援 助、不

妊治 療 の保 険 化。  

・専 門 的な 小 児病 院の 設 立。  

・子 供 を生 み 、育 てる こ との 重 要性 や喜 び

の教 育。（ 市、 地 域 、学 校 、市 民 団体 ）  

中期
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VI 各論提言シート 

提   言  

施策 名  
⑥ 少 子化 対 策と 子育 て 支援 分科 会 名  

市民 生 活  

分科 会  

理   由  

「 子 ど も を 抱 い た り 、 子 ど も を 触 っ た の は 自 分 の 子 が 初 め て 」

とい う 母親 は 50％ 以上 、 子育 て に不 安を も つ母 親 は 7 割と い わ

れ 、 日 本 で は 親 が 孤 立 化 し て い っ て お り 、 そ れ が 何 か の 事 件 へ と

つな が る危 険 もは らん で おり 、 早急 なる 体 制充 実 が必 要で あ る。

現   状  

児 童 館 は 駅 前 に 一 つ で あ り 、 保 育 所 の 子 育 て 支 援 機 能 も 十 分 活

用 さ れ ず 、 身 近 に は 相 談 で き る 相 手 も い な い ま ま と な っ て い る 。

こ の よ う な 状 況 の も と で 子 育 て 不 安 を 持 つ 親 の 気 持 ち に 十 分 に 応

える 体 制は ま だま だ不 十 分と い える 。 

また 、子 育 て支 援 の専 門 家（ 保育 士･看護 士･セ ラピ ス ト ･社 会福

祉 士 な ど ） が 地 域 内 に 十 分 存 在 し て お ら ず 、 子 育 て の 相 談 に 乗 れ

る 人 的 資 源 の 整 備 も す す ん で い な い 。 中 高 生 の 子 育 て 体 験 等 の 整

備 も 不 十 分 な 一 方 、 ベ ビ ー シ ッ タ ー な ど の 数 も 少 な く 、 親 が リ ラ

ック ス でき る 機会 がも て ない 。 

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 

子 育 て 支 援 施 設 の

多数 ･多 様 な構 築 

（重 要 ） 

ｱ. ド ロ ッ プ イ ン セ ン タ ー ： 徒 歩 圏 内 に ひ

とつ（ 小学 校 区内 に複 数）。個人 宅 を 利

用 す る 等 。 就 学 前 児 童 、 特 に 新 生 児 か

ら 三 歳 児 以 下 の 子 ど も を 持 つ 母 親 が 気

軽 に 子 育 て の 相 談 を で き る よ う な 場

所。 

ｲ. 児 童 館 ： 3 小 学 校 区 に ひ と つ 前 後 の 割

合 。 児 童 に 遊 び を 通 じ た 成 長 の 機 会 を

提 供 す る と 共 に 、 子 育 て 支 援 の 拠 点 と

して の 機能 を 提供 。 

ｳ. 保 育 所 （ 公 民 館 と 提 携 ）： 一 時 的 保 育 ･

リ フ レ ッ シ ュ 保 育 な ど と 共 に 、 子 育 て

支 援 の 拠 点 と し て の 機 能 を 提 供 、 公 民

館と の 連携 が 必要 。 

ｴ. 公 民 館 （ 保 育 所 と 提 携 ）： 子 育 て 相 談 ･

子 育 て 中 の 親 の グ ル ー プ づ く り 及 び そ

の 支 援 な ど の 、 子 育 て 支 援 拠 点 と し て

の機 能 を提 供 、保 育所 連 携が 必 要。 

短･中

期 
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ｵ. 外国 人･障 害を 持 っ た児 童 など：外国 人

の 親 や 障 害 を 持 っ た 児 童 の 親 が 交 流 で

き 、 子 育 て 支 援 の 拠 点 と な り う る 特 色

ある 施 設。 

ｶ. 子 育 て 支 援 電 話 相 談 窓 口 の 開 設 ： ２ ４

時 間 制 で 、 不 安 に か ら れ る 子 育 て 中 の

親が 相 談で き る体 制の 確 立。 

（市 、 市民 団 体、 企業 、 市民 な ど） 

 

2 

子 育 て 支 援 専 門 家 ･

ア ド バ イ ザ ー の 採

用と 育 成 

子 育 て 施 設 の 担 い 手 等 と な り う る 専 門

家 （ 保 育 士 ･看 護 士 ･セ ラ ピ ス ト ･社 会 福 祉

士な ど ）を 採 用、育成 。子育 て 経験 者の 中

か ら 一 定 の 研 修 を 経 て 子 育 て 支 援 が で き

る 能 力 を 持 っ た 人 材 の 育 成 。（ 市 、 市 民 団

体、 企 業、 市 民な ど） 

中期

3 

中 高 生 ベ ビ ー シ ッ

タ ー ト レ ー ニ ン グ

プロ グ ラム 

若年 層 に育 児 経験 を持 た せる と 共に 、ベ

ビー シ ッタ ー を増 やし 、母親 の リラ ック ス

を可 能 にす る。（ 市 、市 民 団体 、 市民 ） 

中期

4 
悩 む 親 の 特 別 支 援

プロ グ ラム 

地 域 の 母 親 の 自 主 サ ー ク ル や い ま ま で

みて き た子 育 て支 援の 場 に調 和 でき ず、子

育て 放 棄、あ るい は虐 待 にま で つな がり か

ねな い 母親 た ちの 支援 活 動。実 態把 握と 家

庭訪 問 相談 、可能 なら グ ルー プ 支援 。（市 、

市民 団 体、 市 民） 

短期

5 他の様々な支援体制 

ｱ. 子育 て 支援 サ ポー ター 制 度：各自 治 会 単

位で 、地 域 住民 が 子 育て を 支援 す る制 度

を確 立 。 

ｲ. 父親 学 級の 開 催：父 親の 子 育て に つい て

の 役 割 の 認 識 強 化 と そ の 実 践 に む け た

研修 。 

ｳ. 情報 提 供 シス テ ム の整 備 ： 施設 ･制 度 の

利用 を 容易 に 。 

（市 、 市民 団 体、 企業 、 市民 ） 

短･中

期 
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VII 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

⑦  地 域 住 民 の 自 主 防 犯 意 識 と 自 主

防 災 意 欲 を 高 揚 し 、 も っ て 防 犯 ・

防災 諸 活動 の 積極 的推 進  

分科 会 名  
市民 生 活  

分科 会  

理   由  

警 察 や 市 と 地 域 住 民 が 連 帯 し て 各 種 諸 犯 罪 の 発 生 を 防 ぎ 撲 滅 す

る 。 何 時 ・ 如 何 な る 規 模 の 災 害 に も 耐 え 得 る 防 災 体 制 を 確 立 す る

ため 。  

現   状  

近 年 特 に 社 会 全 般 的 に モ ラ ル の 低 下 、 不 良 外 国 人 の 激 増 、 景 気

低 迷 に よ る 生 活 苦 等 々 の 要 因 に よ り 、 殺 人 ・ 強 盗 ・ 放 火 等 の 凶 悪

犯罪 の ほか 、｢振 り 込み 詐 欺｣等、 多 発 傾向 に ある 。  

ま た 青 少 年 の 犯 罪 の 増 加 や 凶 悪 化 が ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ て い

る 。 そ の う え 最 近 で は 台 風 や 大 地 震 等 の 被 害 が 各 地 で 頻 発 し て い

るが 、 市民 の 防災 意欲 、 防災 対 策は 未熟 で ある 。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 

防犯・防 災 に対 す る

啓 蒙 活 動 の 積 極 的

推進 (重 要 ) 

全 自 治 会 に 対 し て 回 覧 板 の 活 用 及 び ｢広

報 川 越 ｣で 徹 底 を 図 る ほ か 、 講 演 会 、 シ ン

ポジ ウ ムを 随 時開 催し 、市民 一 人一 人が 自

己責 任 にお い て積 極的 に 諸犯 罪 の防 止、防

災 意 欲 の 醸 成 を 図 る 。 (市 、 市 民 、 市 民 団

体、 企 業 ) 

短期

2 
防 犯 パ ト ロ ー ル の

徹底 (重 要 ) 

市、警 察、学 校、市民 団 体及 び 企業 など

が市 民 と一 体 とな り、定 期的 な 防犯 パト ロ

ール の 積極 的 な推 進と 実 施。自 己防 衛の 時

代を 迎 えて い るこ との 認 識を 徹 底さ せ、そ

れ ぞ れ の 団 体 や 組 織 が 連 携 を と り な が ら

地域 に 目を 向 け、安全 で 安心 し て、心豊 か

に暮 せ るま ち を目 指す 。  

また 近 年、幼 児や 児童 を 狙っ た 犯罪 が多

発傾 向 にあ る ので 、特 に 下校 時 は道 路に 出

て 目 を 光 ら せ る 行 為 を 地 域 全 体 で 行 う こ

とも 重 要な こ とで ある 。 (行 政 全体 、市民 、

市民 団 体、 企 業等 ) 

短期
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3 
自主防災組織の結成

と訓練の実施（重要） 

川 越 市 の 自 治 会 内 で の 自 主 防 災 組 織 の

結成 率 は３ ０ ％程 度で あ るが 、早急 に全 自

治会 で の組 織 の結 成を 目 指す 。  

定 期 的 に 隣 接 す る 地 域 と 一 体 と な っ た

防災 訓 練を 実 施し なが ら 、地 域 住民 と行 政

の連 携 を確 立 して おく 。避難 場 所の 確認 や

災 害 備 蓄 庫 の 点 検 を 市 民 と 行 政 で 行 う 。

（市 民 、市 、 消防 署、 警 察署 、 企業 ）  

短期
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VIII 各論提言シート 

提   言  

施策 名  
⑧ 青 少年 健 全育 成活 動 の推 進  分科 会 名  

市民 生 活  

分科 会  

理   由  

川 越 市 地 域 に 限 る 問 題 で な く 、 我 が 国 全 体 と し て 刑 法 犯 検 挙 や

補 導 さ れ る 青 少 年 は 全 体 の 半 数 近 く に 達 し つ つ あ る ほ か 、 街 頭 犯

罪は ８ 割以 上 を占 めて い る。  

今 後 も 益 々 低 年 齢 化 、 凶 悪 化 傾 向 が 予 想 さ れ る た め 、 日 本 の 将

来を 担 うべ き 青少 年に 対 する 心 身と もに 健 全な 人 間作 りの 為 。  

現   状  

現 代 社 会 に お け る 青 少 年 が あ ら ゆ る 面 で 地 域 社 会 環 境 の 強 い 影

響 を 受 け つ つ あ り 、 そ の 結 果 、 つ い 娯 楽 的 安 易 な 方 向 に 走 り が ち

に な り 、 自 ら 進 ん で 我 が 身 を 鍛 え よ う と す る 意 欲 に 欠 け 、 い わ ゆ

る 自 分 に 厳 し く 他 人 に 優 し く と い う 精 神 に 欠 け 、 た め に 今 後 益 々

青 少 年 犯 罪 は 低 年 齢 化 、 凶 悪 化 傾 向 が 急 速 に 進 行 す る こ と が 予 想

され る 。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 

「 青 少 年 を 育 て る 地

区 会 議 」 の よ り 一 層

の活 用 （重 要 ）  

近年 、家 庭・学 校・地域 共 に、青少 年 が

「耐 え るこ と 、協力 する こ と 、ゆ ず るこ と、

いた わ るこ と 、尊敬 する こ と 」な ど の意 欲、

機会 、慣 習が 乏 しい 傾向 に あり 、ま た核 家

族化 し それ ら が顕 著に 現 れて い る。  

家庭・学 校・地 域 が 連携 し スポ ー ツや 芸

術、ボラ ン ティ ア 活 動な ど を青 少 年と 積極

的に 行 い、そし て 地 域の 行 事等 を 通じ これ

ら の 気 概 を 醸 成 す る 。（市 、 市 民 、 市 民 団

体 ) 

短期

2 
行 政 主 体 に よ る 事 業

の明 確 化（ 重 要）  

行政 は 学校 、家 庭 や 地域 に 青少 年 健全 育

成 に 励 め と 声 を か け る だ け で な く、「 地 域

子 ど も サ ポ ー ト 推 進 事 業 」 な ど の よ う に

官・民一 体 とな っ た 取り 組 みに 積 極的 に関

与 し 実 行 す る。（ 市 、 学 校 、 市 民 、 ア ド バ

イザ ー 、企 業 など ）  

短期

継続
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3 世代 間 交流 の 重要 性  

地域 行 事を 行 うに あた っ ては 、子 ど も や

高齢 者 を必 ず 参加 させ 、地 域 の中 で 生 活し

てい る こと を 常に 実感 さ せる 。  

また 子 ども た ちは 大人 の 顔を 、大 人 た ち

は 子 ど も の 顔 を 見 て 何 処 の 子 で あ る か 識

別で き るこ と も大 切で あ る。  

子 ど も た ち は 家 庭 だ け で な く 地 域 の 宝

でも あ り、 地 域全 体で 健 全な 育 成を する 。

（地 域 、市 民 ）  

継続
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IX 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

⑨  行 政 を 中 心 と し た 医 療 関 係 団

体 、 医 療 機 関 と の ネ ッ ト ワ ー ク の

更な る 強化  

分科 会 名  
市民 生 活  

分科 会  

理   由  

住 民の 健 康 増 進 を 図 るた め に は 、 行 政 を中 心 と し た 医 療 関係 団

体 や医 療 機 関 と の 連 絡・ 調 整 シ ス テ ム を確 立 す る と 共 に 、こ れ ら

の機 関 との 更 なる 協力 体 制を 整 える 必要 が ある 。  

現   状  

保 健事 業 に 関 し て は 、他 市 と 比 較 し て 充実 は し て い る も のの 、

現 在行 政 か ら の 委 託 によ っ て 、 各 医 療 関係 団 体 が 行 っ て いる よ う

に 、独 自 の 事 業 に 近 い形 態 で あ る た め 、総 合 的 な 観 点 か らす る と

やや 不 十分 な 点が 見受 け られ る 。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期

1 監督機関の設立 (重要 ) 

健 診 等 が 医 療 機 関 に 丸 投 げ に な っ て い

るの で 、そ れを 統 括 、監 督す る 機関 が 必 要。

（市 、 医療 関 係団 体）  

短期

2 
医 療 連 絡 シ ス テ ム の

強化 （ 重要 ）  

行政 が 中心 と なっ て 、関 係 機関 と の連 絡

シス テ ムを 確 立す ると 共 に 、定 期 的な 意見

交換 を 行う 。（ 市 、 医療 関 係団 体 ）  
短期

3 保健 所 の有 効 活用  

市民 の ニー ズ に合 った 、川 越独 自 の保 健

活動 。（ 市 、市 民 、 医療 関 係団 体 ）  短期

4 
医 療 関 係 団 体 へ の 更

なる 協 力要 請（ 重 要 ） 

医師 会、歯 科医 師 会、薬剤 師 会等 の 医療

関係 団 体に 対 し、当番 医 の増 強 依頼 。（市、

医療 関 係団 体 ）  
短期  
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X 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

⑩  地 域 の 大 病 院 （ 埼 玉 医 大 医 療 セ

ン タ ー ） の 活 用 と 障 害 者 の た め の

総合 医 療機 関 の設 立  

分科 会 名  
市民 生 活  

分科 会  

理   由  

住 民 の 健 康 を 増 進 す る た め に は 、 地 域 の 大 き な 医 療 機 関 と 個 人

医 療 施 設 と の 連 携 が 密 で あ る こ と が 望 ま し い 。 そ こ で 、 市 内 の 大

き な 病 院 と の 連 携 を 密 に す る と 共 に 、 診 断 や ア ド バ イ ス の シ ス テ

ムを 確 立す る 必要 があ る 。  

ま た 、 障 害 者 の 健 康 を 増 進 す る た め に は 、 一 般 の 医 療 機 関 と は

別 に 障 害 者 の 総 合 医 療 機 関 の 設 立 を す る 必 要 が あ る 。 こ の 機 関 は

医 療 行 為 を 行 う ば か り で な く 、 そ の 後 の 医 療 機 関 へ の 紹 介 を 行 っ

てい く こと に よっ て、 障 害者 の 医療 が充 実 する も のと 考え る 。  

現   状  

市 内 に 点 在 す る 、 多 く の 個 人 医 療 施 設 で は 対 応 で き な い よ う な

医 療 行 為 を 必 要 と す る ケ ー ス が 度 々 見 受 け ら れ る 中 で 、 許 容 範 囲

が あ る も の の 、 そ れ を 受 け 入 れ る 医 療 機 関 と の 連 携 が 確 立 さ れ て

いな い のが 現 状で ある 。  

障 害 者 に 対 す る 専 門 医 療 機 関 も な く 、 障 害 者 が 受 診 し て も 受 け

入れ を して い る医 療機 関 が限 ら れて いる 。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期  

1 
患 者 紹 介 シ ス テ ム

の確 立  

個 人 医 療 施 設 か ら の 紹 介 ル ー ト を 確 立

し 、地 域 病院 と 個人 医療 施 設と の 連携 を図

る。（市 、 医療 関 係 団体 ）  
短期  

2 
診 断 及 び 情 報 交 換

シス テ ムの 確 立  

大 き な 病 院 と 個 人 医 療 施 設 と の 情 報 交

換を 促 進す る ため に 、イ ン ター ネ ット によ

る連 絡 を可 能 とす る。（ 市、医 療関 係 団体 ）
短期  

3 
障害者専門の総合医

療機関の設立（重要） 

行政 が 中心 と なっ て 、障 害 者専 門 の一 次

医療 機 関（ で きれ ば ３～ ４ ヶ所 ）を設 立 し、

医 療 行 為 と 共 に 医 療 機 関 の 紹 介 を 行 う 。

（市 、 市民 、 医療 関係 団 体、 福 祉団 体）  

短期  
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XI 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

⑪  障 害 を も っ た 人 も 、 も た な い 人

も 、 仲 よ く 暮 ら せ る 心 の バ リ ア フ

リー な まち  

分科 会 名  
市民 生 活  

分科 会  

理   由  

障 害 を も つ 高 齢 者 、 知 的 ・ 身 体 障 害 者 、 児 童 の 間 お よ び 障 害 者

と 健 常 者 の 間 の 交 流 を 促 し 、 障 害 者 に 対 す る 世 間 の 関 心 と 共 感 を

高め 、 心の バ リア フリ ー なま ち をつ くる 。  

そ の た め の 施 策 と し て 障 害 者 自 立 支 援 セ ン タ ー を 設 置 し 、 地 域

の 福 祉 諸 施 設 と の ネ ッ ト ワ ー ク を 組 ん で 、 障 害 者 間 お よ び 障 害 者

と健 常 者間 の 積極 的交 流 を演 出 する 。  

現   状  
現 在 障 害 者 は タ テ 割 り 行 政 に よ り 互 い に 隔 離 さ れ 、 健 常 者 と も

触れ 合 えず 、 それ ぞれ 孤 立し た 生活 を送 っ てい る 。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期  

1 
親 の 意 識 改 革 と 子

供達 の 自立 （ 重要 ） 

地域 福 祉の 政 策の 変わ る 中 、親 の 意識 を

変え 、親 とし て 障 害者 の 自立 を 考え 、親離

れ 、子 離 れし て も障 害者 が 地域 の 中で 安心

し て 暮 せ る 生 活 を 積 極 的 に 支 援 す る 事 が

必要 。（ 市 、地 域 、 市民 ）  

継続  

2 
親 亡 き 後 の 自 立 支

援対 策 （重 要 ）  

地域 で 暮せ る グル ープ ホ ーム の 設置 。公

営住 宅 で暮 せ る住 宅制 度 が必 要 。  

県営・市 営等 の 、障 害者 の 自立 に 必要 な

職 業 能 力 開 発 と 支 援 体 制 の 整 備 に よ る 強

力な 雇 用促 進 を行 うこ と 。福祉 作 業所 の充

実を 図 るこ と。（ 県 、市 、 市民 、 企業 ）  

短期  

3 人権 擁 護（ 重 要）  

障 害 者 や 高 齢 者 の 人 権 を 護 る た め に 障

害 者 及 び 高 齢 者 虐 待 防 止 法 を 制 定 す る こ

と 。国 連「 障 害者 権利 条 約 」決 議 と 障害 者

差別 禁 止法 を 実現 する 事 が必 要 であ る。  

事件 の 被害 者 、加害 者と な り得 る この 人

達の 人 権を 護 るた めに は 、一番 身 近な 家族

の 温 か い 支 え と 地 域 の 人 々 の 良 き 理 解 に

より 、一 生に わ たる 継続 し た支 援 が必 要で

ある 。（ 国 、県 、 市 、地 域 、企 業 、市 民）  

短期

継続  
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4 
制 度 を し っ か り 見

直し 育 てま し ょう  

利用 者 主体 の 制度 にす る ため に 、家族 も

障害 者 も勉 強 し 、行 政や 地 域社 会 に訴 える

運動 を 、地域 の 福祉 団体 に 入会 し て皆 で活

動す る。（ 市、 地 域 、市 民 ）  

継続  

5 

「 地 域 住 民 セ ン タ

ー 」の 設 置（ 設 置場

所候 補：霞ヶ 関 北小

学校 跡 地）（重 要 ）  

ディ サ ービ ス セン ター 、地 域包 括 障害 者

支援 セ ンタ ー 、サ ロン 、講 座 、世代 間交 流

の 場 の 場 を オ フ ィ ス 建 物 に 収 容 し 、 運 動

場 、体 育 館を 含 めて 公設 民 営で 運 営す る地

域 住 民 セ ン タ ー 。（ 市 、 市 民 団 体 、 学 校 、

企業 ･商 店 、市 民 ）  

短期 
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XII 各論提言シート 

提   言  

施策 名  

⑫  地 域 教 育 力 強 化 の た め の 教 育 改

革 と 市 民 活 動 の 活 性 化 及 び 人 員 削

減計 画  

分科 会 名  
市民 生 活  

分科 会  

理   由  

２ １ 世 紀 の 川 越 の 発 展 を 担 う 広 い 視 野 と 専 門 知 識 を 備 え た 地 域

に根 ざ した 高 等教 育機 関 ・コ ミ ュニ ティ ー カレ ッ ジが 必要 で ある 。

小・中・高校 に おけ る地 域 と学 校 の共 同運 営 によ る 教育 の質 の 向

上が 求 めら れ る。  

また 、地 域活 性 化の ため の ボラ ン ティ アや Ｎ ＰＯ 等 市民 活動 の 奨

励と 支 援 。市 民 相 互の 助 け合 い を助 成す る エコ マ ネー・シス テ ム開

発の 検 討。  

現   状  

・コ ミ ュニ テ ィー カレ ッ ジが 存 在し ない 。  

・学 校 と地 域 の協 働関 係 がな い 。  

・ボランティア活動やＮＰＯ活動に関する情報の入手が容易ではない。

・市 民 相互 の 付き 合い を 助成 す るシ ステ ム がな い 。  

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期  

1 
コ ミ ュ ニ テ ィ ー カ

レ ッ ジ (重 要 )  

２ １ 世 紀 に 即 し た グ ロ ー バ ル な 知 識 と

視野 、先 見性 、高潔 性を 兼 ね備 え た新 しい

タ イ プ の リ ー ダ ー が 川 越 市 の 発 展 の た め

に求 め られ て いる 。リー ダ ー養 成 の為 の市

立大 学 の開 設 が必 要。 (市 ・市 民 ) 

 

中期  

 

2 
学 校 運 営 協 議 会

（ 重 要 ）  

学 校 と 地 域 の 共 同 に よ る 学 校 運 営 を 通

して 、児童・生徒 の 教育 の 質的 向 上を 図る 。

（市 ・ 市民 ）  

中期  

3 
市民活動紹介見本市

（重要） 

市 内 の 施 設 を 使 っ て 定 期 的 に 市 民 活 動

団 体 の 参 加 に よ る （ 産 業 見 本 市 に 類 似 し

た ）見 本 市を 開 催 し 、市 民 に活 動 を アピ ー

ルす る 機会 を 提供 。（市 ・ 民間 団 体）  

短期  

4 
エコマネー導入実験

（重要） 

エ コ マ ネ ー に 関 す る 情 報 収 集 等 の 調 査

活動 、市 民の 啓 蒙活 動と 市 民イ ニ シア ティ

ブ の 喚 起 等 エ コ マ ネ ー 導 入 の 準 備 と 実 験

を 公 民 協 働 に よ り 実 施 。（ 市 ・ 市 民 団 体 ・

市民 ）  

中期  
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5 人員削減計画（重要） 

民 間 企 業 で は 人 員 削 減 に よ る 経 営 合 理

化が 進 んで い る 。川 越市 に おい て もそ れに

準じ た 経営 合 理化 を実 施 すべ き であ る。 

市 行 政 機 関 や 関 連 機 関 に 勤 務 す る 正 職

員 や そ れ に 準 じ る 待 遇 を 受 け て い る 職 員

の 人 数 を 総 合 計 画 期 間 （ 10 年 ） に 最 低

30％ 削 減 す る 。 削 減 の 内 2％ を 障 害 者 雇

用と し て使 う。（ 市 ） 

中・長

期  
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XIII 各論提言シート 

提   言  

施策 名  
⑬ 社 会保 障 制度 が充 実 した ま ち  分科 会 名  

市民 生 活  

分科 会  

理   由  

少 子 高 齢 化 社 会 を 向 か え 、 労 働 人 口 が 減 少 す る 中 で 、 市 民 が 安

心 し て 生 活 で き る セ ー フ テ ィ ネ ッ ト を 整 備 す る 必 要 が る 。 そ の た

め に 民 間 企 業 や 市 民 団 体 の エ ネ ル ギ ー を 活 用 し 、 支 援 す る 制 度 を

整備 す るこ と が求 めら れ る。 

現   状  

年金 ･健 康 保険 制 度 は増 大 する 支 出を 賄い 切 れず 、現 状の まま 行

く と 破 綻 が 目 に 見 え て い る 。 中 核 市 川 越 の 社 会 保 障 制 度 に 対 す る

独自 の 姿勢 が 見え てこ な い。 

具体 的 な提 言 の内 容  

No. 事業 名  詳細 (実 施 主体 ) 
実施

時期  

1 

国 民 年 金 の 一 本 化

と 市 民 の 保 険 料 納

付意 識 の向 上 

(重 要) 

国民‘ 皆 ’年 金 制度 の確 立 を早 期 に実 現

し 、 収 納 率 100％ を 達 成 し な い と 年 金 制

度は 破 綻す る 。 

中 央 政 府 に 対 し て 年 金 制 度 の 一 本 化 を

強 力 に 要 請 す る と 共 に 、 市 民 に 対 し て も

（世 代 間の ）相 互扶 助的 保 険制 度 に関 する

認識 を 深め 、か つ保 険料 納 付に 対 する 社会

的責 任 を自 覚 させ るべ く 、広報 活 動を 市民

団 体 等 と 協 力 し て 展 開 す る 。（ 政 府 、 県 、

市、 市 民団 体 、市 民） 

短 ･ 中

期 

2 

国 民 健 康 保 険 制 度

の 収 納 の 確 保 と 監

視体制の強化(重要) 

収納 の 確保 を 徹底 的に 行 いつ つ 、医療 ミ

ス や 医 療 費 の 適 正 支 出 に 対 す る 監 視 を 強

め 、健 康 保険 制 度の 健全 運 営を 確 保す るた

め 、市 民 団体 等 によ る公 正 な監 視 活動 を奨

励し 、そ れら 団 体や 活動 に 対し て 積極 的に

支援 す る。（市 、 市 民団 体 、市 民 ） 

短期 
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3 
介 護 保 険 制 度 の 有

効活 用 （重 要 ） 

介 護 保 険 制 度 の 給 付 額 は 総 合 計 画 期 間

中 に 現 在 の 約 ２ 倍 に 膨 れ 上 が る こ と が 予

想さ れ る 。介 護 予防 対策 と 介護 保 険周 辺サ

ー ビ ス の 充 実 の た め 民 間 企 業 や 市 民 団 体

の 活 動 を 積 極 的 に 支 援 す る 制 度 を 整 備 す

る。（市 、 市民 団 体 、企 業 、市 民 ） 

短期 

4 
民 生 委 員 児 童 委 員

との 連 係プ レ ー 

高 齢 者 人 口 が 増 す 中 で 核 家 族 の 流 れ も

止め ら れず 、ま たマ ンシ ョ ンの よ うな 閉鎖

的な 住 居が 増 えて いる こ とか ら 、独居 老人

の 孤 独 死 が 報 じ ら れ る 今 日 、 民 生 ･児 童 委

員 と の 更 な る 連 携 が 必 要 で あ る 。（ 市 、 市

民、 市 民団 体 ） 

継続 
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資料（補足説明）  

 

 

 

1 各論提言に伴う資料（補足説明）の添付理由 

  財 政 難 と 地 方 分 権 化 、 高 齢 社 会 ・ 出 生 率 減 少 社 会 、 国 際 化 な ど と い っ た

構 造 変 化 の な か で 、 地 域 の 自 立 と 活 性 化 を 生 み 出 し 住 民 に 希 望 の も て る 社

会 を 造 り だ し て い く た め に は 、 地 域 住 民 の 知 恵 を 借 り て い く の が 極 め て 重

要な 時 代に 入 って いる 。 

そ の た め 、 こ の 度 の 川 越 市 の 基 本 構 想 作 成 に 当 た っ て も 「 市 民 会 議 」 制

度 が 設 け ら れ た も の と 思 わ れ る 。 し か し な が ら 、 市 民 会 議 の 委 員 の 意 見 を

集約 す るに 当 たっ ては 、委 員 から の 積極 的 な要 望 は多 岐に わ たり 、「 市民 生

活分 科 会 」に 割 り振 られ た 紙数 の 各論 の 部 10 枚 程 度 で は 、個 別 の提 言 の項

目 を 列 記 す る 程 度 に と ど ま り 、 分 科 会 ・ 市 民 会 議 で の 各 項 目 に 込 め ら れ た

意 見 が 必 ず し も 十 分 に 伝 わ ら な い と 判 断 さ れ る た め 資 料 （ 補 足 説 明 ） と し

て添 付 した も ので ある 。 

 

 

2 資料（補足説明）の内容 

 (1)提 言 の 項 目  

     （ 人権 擁護 の ため の ）各 種条 例 の整 備  

 

 (2)提 言 の 理 由  

平成 11 年 7 月 の 地方 分 権一 括 法の 公布 以 来、 国 と地 方自 治 体と の 関

係 は 正 し く 対 等 ・ 協 力 の 関 係 と な り 地 方 自 治 体 の 自 己 決 定 ・ 自 己 責 任 の

領 域 は 飛 躍 的 に 拡 充 さ れ 、 分 権 時 代 の 到 来 が い わ れ て い る 。 そ の 中 に あ

っ て 、 自 治 立 法 で あ る 「 条 例 」 が 政 策 実 現 の 手 段 と し て 大 い に 活 用 さ れ

つつ あ る。 

条 例 は 地 方 自 治 体 の 最 高 法 規 と し て 、 行 政 当 局 、 議 会 、 市 民 の す べ て

が 遵 守 す べ き も の で あ る 。 目 指 す べ き 行 政 の 在 り 方 や 地 域 社 会 の 姿 を 明

確 化 し て 体 系 的 か つ 効 率 的 に 政 策 を 実 現 す る た め に は 条 例 の 整 備 が 効 果

的で あ る。 

特 に 人 権 施 策 は そ の 意 味 す る 範 囲 は 広 く 、 市 行 政 の 多 く の 分 野 に 関 連

する た め体 系 的な 実施 の ため に は条 例の 整 備が 不 可欠 であ る 。 
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3 提言の内容 

（ 1）  条例 の 種類  

①  仮称 「 人権 が 尊重 され る 川越 市 をつ くる 条 例」  

②  仮称 「 川越 市 子ど もの 権 利に 関 する 条例 」  

③  仮称 「 川越 市 ひと にや さ しい ま ちづ くり 条 例」  

（ 2）  条例 の 概要  

人権 擁 護関 係 の条 例は「誰 の 人権 を、誰が 、ど の よう に して 守 るの か」

等を 明 確に 規 定す る必 要 があ る 。  

①  仮称 「 人権 が 尊重 され る 川越 市 をつ くる 条 例」 の 規定 項目  

ア  人 権は 権 利で あ ると と もに 義 務を 伴う こ との 明 記  

イ  条 例の 趣 旨、 或 いは 目 的や 目 標  

ウ  市 、企 業 、市 民 等の 責 務  

エ  人 権施 策 の基 本 計画 の 策定 、人 権 施策 と 市行 政 の他 の施 策 との 整 合  

オ  権 利の 内 容、 擁 護方 法  

カ  市 民が 参 加し た 「審 議 会」 の 設置 及び 人 権の 保 障状 況の 検 証  

（す で に条 例 を整 備し て いる 自 治体 には 、三 重県 、滋 賀県 な どが あ る ） 

②  仮称 「 川越 市 子ど もの 権 利に 関 する 条例 」 の規 定 項目  

ア  目 的、 市 ・市 民 ・事 業 者等 の 責務 、子 ど もの 権 利の 日等 の 総則  

イ  子 ども の 権利 の 具体 的 な内 容  

ウ  子 ども の 参加 、 相談 及 び救 済  

エ  子 ども の 権利 の 保障 状 況の 検 証  

（す で に条 例 を整 備し て いる 自 治体 には 、川 崎市 、川 西市 な どが あ る ） 

③  仮称 「 川越 市 ひと にや さ しい ま ちづ くり 条 例」 の 規定 項目  

ア  目 的、 市 ・市 民 ・事 業 者等 の 責務  

イ  推 進計 画 、広 報 活動 の 充実  

ウ  就 業機 会 の確 保 、保健・医療・福 祉に 関 する サ ービ スの 効 果的 な 提

供、 ボ ラン テ ィア 活動 の 促進  

エ  市の施設、事業者の施設等の高齢者・障害者等へ配慮した施設の整備  

オ  市 民が 参 加し た 「審 議 会」 の 設置 及び 施 策の 実 施状 況の 検 証  

（す で に条 例 を整 備し て いる 自 治体 には 、三 重 県、上 越市 な どが あ る） 
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4 パブリック・コメント制度の導入 

パブ リ ック・コ メ ント 制 度は 、重 要 ある い は基 本 的な 政策 の 策定 に あた

って 、原 案や 政 策の 趣旨 を 公開 し て 、住 民か ら 意見 及 び情 報の 提 供を う け、

これ を 踏ま え て最 終決 定 をす る とと もに 、住民 か ら提 供さ れ た意 見 等の 概

要 や こ れ に 対 す る 行 政 側 の 考 え 方 等 を 公 表 し て 行 政 を 進 め る 手 続 で あ る 。 

現在 、川 越市 に お いて は この パ ブリ ック・コ メン ト 制 度は 市 民に 法 的に

保障 さ れて い ない が、人 権擁 護 の問 題が す ぐれ て 市民 一人 ひ とり の 意識 に

かか わ る問 題 であ るこ と を考 え れば 、人 権 関係 の 条例 の整 備 に当 た って は 、

この パ ブリ ッ ク・コメ ン ト手 続 によ り広 く 市民 に 人権 問題 に 関す る 関心 を

喚起 す る必 要 があ る。 こ の場 合 に手 続と し て重 要 なこ とは 、 

①  具体 性 があ る こと 。  

「 特 定 さ れ た 案 件 」 に つ い て 「 行 政 側 が 具 体 案 を 公 表 」 し 、 意 見 を

求 め る も の で あ る こ と （ 住 民 側 に ど ん な 意 見 が 求 め ら れ て い る の か が

明確 で ある こ と）。  

②  統一 性 ・義 務 性が ある こ と。  

手続 き の対 象 や方 法等 に 関す る 一定 の統 一 的な ル ール が定 め られ 、一

定 の 場 合 に 行 政 側 に 手 続 き の 実 施 を 義 務 づ け る も の で あ る こ と （ 行 政

側と 住 民側 の 意見 のや り 取り に 一定 のル ー ルが あ るこ と）。  

③  双方 向 性・ 応 答義 務が あ るこ と 。  

提 出 意 見 に 対 す る 行 政 側 の 考 え 方 を 理 由 と と も に 公 表 す る こ と （ 双

方向 性）、 及び そ れ が義 務 付け ら れて いる こ と。  

  


